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ＷＴＯ（世界貿易機関 World Trade Organization）とは （１）経緯

名称 年 対象分野

第１回～ディロン・ラウンド（第
５回）

１９４７年から１９６１年
にかけ開催

鉱工業品

ケネディ・ラウンド（第６回） １９６４～１９６７ 鉱工業品、アンチ・ダンピング

東京ラウンド（第７回） １９７３～１９７９ 鉱工業品、非関税措置 など

ウルグアイ・ラウンド（第８回） １９８６～１９９４ 鉱工業品、農業、非関税措置、ルール、サービス、
知的所有権、紛争解決、WTO設立 など

○ 第二次世界大戦後、各国による保護主義的な貿易政策を防止する
ルールを定めたガット（GATT、関税及び貿易に関する一般協定）が
１９４７年に発足。 GATTの下での交渉が開始

○ 第５回までの交渉は物品の関税引き下げに重点が置かれた。第６回交
渉（ケネディ・ラウンド）以降、交渉分野を拡大

○ １９９４年、８回目の交渉になるウルグアイ・ラウンド交渉が妥結し、
WTOの設立が合意された。翌年（９５年）、物品以外にも農業、サービスや
投資の貿易ルールを取り扱う国際機関としてWTOが設立

（出典：WTOホームページ）



ＷＴＯとは （２）組織

○ 事務局はスイス・ジュネーブに設置

○ 最高の意思決定機関は閣僚会議（Ministerial Conference, MC）。通常、
２年に１回開催されており、これまでに１２回開催

開催地（国） 開催年

12．ジュネーブ（スイス） ２０２２

11．ブエノスアイレス（アル
ゼンチン）

２０１７

10．ナイロビ（ケニア） ２０１５

９．バリ（インドネシア） ２０１３

８．ジュネーブ（スイス） ２０１１

７．ジュネーブ（スイス） ２００９

６．香港 ２００５

５．カンクン（メキシコ） ２００３

４．ドーハ（カタール） ２００１

３．シアトル（米国） １９９９

２．ジュネーブ（スイス） １９９８

１．シンガポール １９９６

WTOの組織図 MCの開催地・年

（出典：WTOホームページ）



ＷＴＯとは （３）加盟国

１．アジア地域

アフガニスタン、インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、日本、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブルネ
イ、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、中華人民共和国、台湾、ネパール、ベトナム、ラオス、タジキスタン、カザフスタン

２．北米地域

アメリカ合衆国、カナダ

３．中南米地域

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ベネズエラ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタ
リカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント、セントクリストファー・ネーヴィス、セントルシア、チリ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダー
ド・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

４．欧州地域（ＮＩＳ諸国含む）

アイスランド、アイルランド、アルメニア、欧州共同体（ＥＣ）、イタリア、ウクライナ、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、キルギス、キプロス、
スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベ
ルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、英国、グルジア、アルバニ
ア、クロアチア、モルドバ、マケドニア、モンテネグロ

５．大洋州地域

オーストラリア、ソロモン、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィジー、トンガ、サモア、バヌアツ

６．中東地域

アラブ首長国連邦、イスラエル、カタール、クウェート、トルコ、バーレーン、ヨルダン、オマーン、サウジアラビア、イエメン

７．アフリカ地域

アンゴラ、ウガンダ、エジプト、ガーナ、カーボヴェルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コンゴ共和国、コンゴ民主共
和国、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スワジランド、セネガル、コートジボワール、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トー
ゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキャナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、モーリシャ
ス、モーリタニア、モザンビーク、モロッコ、リベリア、ルワンダ、レソト、セーシェル

○ ２０２２年７月現在、１６４の国と地域が加盟

（参考：国連の加盟国数 １９３）（出典：WTOホームページ）



ＷＴＯとは （４）主な役割

1. 交渉：世界共通の貿易ルール作り

2. 監視：各加盟国による施策の協定への
整合性のモニタリング

3. 紛争解決：貿易ルール違反の政策・措置
の是正の勧告

○ WTOの主な役割は １．交渉、２．監視、３．紛争解決



 アゼベド前事務局長が、任期（４年間の２期目）を１年短縮し、2020年８月31日に辞任。
 ８ヶ国が立候補したが、最終的にナイジェリアのオコンジョ＝イウェアラ氏が選出され、2021年
２月15日付けでWTO事務局長に就任。

協定履行監視

透明性・通報強化上級委改革

ルールメイキング

途上国地位問題ルールの現代化・策定

• 米国は中・印等が通報義務を守って
いないと批判。

・米国は、上級委がWTO協定にないルール
を創設していると批判。

⇒新任委員に合意せず、2019年12月機能停止。

・電子商取引など新たな課題に対応できていない。
・米国は自己申告制の「途上国地位」（貿易交渉では途上国関税削減をカテゴリカルに先進国の

2/3にするのが事実上の相場）を批判。

紛争解決

○ ＷＴＯ改革

○ 事務局長選挙

○ 第12回閣僚会議（MC12）
 新型コロナの影響により延期されていたが、2022年6月12日から16日で開催。
 閣僚宣言をコンセンサスで採択。
 漁業補助金協定の合意、食料安全保障に関する宣言が採択。

○ ドーハ・ラウンド交渉（2001年～）： 交渉開始から20年経過しても終結のメドがたたず、停滞。

1ＷＴＯ全体の動き



○ 「ラウンド」とは、全ての加盟国が参加して行われる貿易自由化交渉（注１）

○ GATTの下で行われた最後のラウンドであるウルグアイ・ラウンドにおいて、初めて本
格的な農業分野のルールを策定

○ カタール・ドーハでのWTO第４回閣僚会議（２００１年）にてドーハ・ラウンドを立ち上げ。
WTO体制下で行う初めてのラウンド（注２）

WTO交渉（１） ラウンドとは

（注１）第５回目交渉会合以降、ﾗｳﾝﾄﾞと呼称。それぞれのﾗｳﾝﾄﾞに通称（ｹﾈﾃﾞｨなど）が付与

GATTの下でのﾗｳﾝﾄﾞ交渉 WTOの下でのﾗｳﾝﾄﾞ交渉

1947～1961 1964～1967 1973～1979 1986～1994 2001～

62ヶ国26ヶ国 102ヶ国 123ヶ国 151ヶ国

ｹﾈﾃﾞｨ・ﾗｳﾝﾄﾞ 東京ﾗｳﾝﾄﾞ ｳﾙｸﾞｱｲ・ﾗｳﾝﾄﾞ ドーハ・ラウンドGATT設立
～ﾃﾞｨﾛﾝ・ﾗｳﾝﾄﾞ

鉱工業品
アンチダンピング

鉱工業品 鉱工業品 鉱工業品 １．非農産物（鉱工業品及び
林水産品）

２．農業
３．ルール
４．サービス
５．知的財産権
６．開発
７．貿易円滑化
８．環境

非関税措置

非関税措置

ルール

サービス

知的所有権

など

農業

（注２）途上国の意向を踏まえ、正式名称は「ドーハ開発アジェンダ（ Doha Development Agenda (DDA) ）」

（出典：WTOホームページ上のデータを基に作成）
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農 業 関税・国内補助金の削減、輸出補助金の撤廃等に関する交渉

ＮＡＭＡ
（非農産品市場アクセス）

鉱工業品及び林水産品の関税・非関税障壁の削減等に関する交渉

ルール
（含む漁業補助金）

アンチダンピング、補助金（漁業補助金を含む）等のルールに関する交渉

サービス
サービスの市場アクセス（外資規制等）、国内規制（免許制等）、サービス分野におけるルー
ル（セーフガード等）に関する交渉

ＴＲＩＰＳ
（知的財産権）

医薬品特許、生物多様性条約との関係、地理的表示（ＧＩ）等を議論

開 発 途上国に対する「特別かつ異なる待遇」（Ｓ＆Ｄ）の検討等

貿易円滑化 税関手続の透明性・予見可能性・公平性の向上、簡素化・迅速化の促進を目的とする交渉

環 境 環境物品の関税等の削減・撤廃等

WTO交渉（２）： ドーハ・ラウンドの主な交渉分野

（下線は農林水産関係分野）

※以上のほか、新たな課題として、電子商取引、投資円滑化、中小企業に関する議論が行われている。

○ ８分野に関し２００１年に交渉開始（農業分野は２０００年に開始）

○ ２００８年には妥結に近づくものの、途上国と先進国の対立などを背景として交渉決裂
その後、貿易と開発をめぐる両者の懸隔は埋まらず、現在に至るまで膠着状態が続く

○ 全会一致（コンセンサス方式。１国でも反対すれば採択不可）で進捗を図る困難さが
認識される中、分野毎に有志国間で交渉を主導する動きも見られる



第12回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ１２）（2022年６月12～16日）

○ 新型コロナの影響により、４年半ぶりにジュネーブ（スイス連邦）にて開催
○ 全参加加盟国の合意により、前回のＷＴＯ閣僚会議（MC１１、2017年12月）
では発出できなかった閣僚宣言が採択

○ 農林水産省関係では、漁業補助金協定、食料安全保障宣言、WFP決定について
合意したが、農業交渉の作業計画については合意に達せず、議論を継続

１．漁業補助金協定
・違法・無報告・無規制（IUU）漁業に対する補助金の禁止や、乱獲の状態にある資源に関する補助金の供与には資源
回復のための措置を講ずることをその条件とするなど、漁業資源の保護・回復に資する形で漁業補助金を供与するため
の一定のルールが合意。
・各国の合意に達しなかった条項は交渉を継続し、より包括的な協定となるように追加の規定の策定を目指す。
２．農業分野
・食料安全保障宣言：ウクライナ情勢により食料安全保障が脅かされる中、国内生産と並んで貿易が世界の食料安全保
障のために非常に重要であること、WTOルールに則らない輸出規制を行わないこと等が盛り込まれた。
・WFP決定：WFPによる人道支援目的の食料調達を輸出規制の対象としないことが盛り込まれた。
・農業交渉については、今後の作業計画について議論されたが、各国の隔たりが埋まらず、議論を継続。

１．農業及び漁業に関する結果

２．その他
・人口増加、技術開発、気候変動などの国際貿易を取り巻く情勢の変化に対応する作業計画の立ち上げ等を記載した
SPS協定の閣僚宣言を発出。
・他に、パンデミック対応、電子商取引に関する合意文書が発出。紛争解決制度については2024年までに機能回復に
向けて議論することとなった。



MC12では食料安全保障に関する宣言及びWFPの人道支援を目的とした食料調達を輸出規制の対象から
除外する決定が採択された。
一方、農業交渉作業計画については各国の主張の乖離が大きく、合意が得られなかった。
ケアンズ諸国は国内助成の規律強化を重視。途上国は先進国のAMS撤廃、途上国による公的備蓄
（PSH）の恒久的解決が優先事項。先進国は全分野のバランスを取った議論が必要と主張。

6

●以上のほか、EU、米、加、及び我が国が、分野横断的な透明性向上の共同提案を提出。

WTO農業交渉（１） 主な交渉分野と現在の状況

分野 現在の状態 交渉状況

国内助成 黄の政策や緑の政策等に分類。
前者の上限を2000年まで削減。

・ケアンズ等は、2030年までに黄の政策等の上限の半減を
提案。輸入国はMC12ではその後の作業計画に合意した上
で、MC12後に詳細な交渉を行うことを主張。
・途上国は先進国の国内助成の大幅削減を主張。

市場アクセス 輸入数量規制を廃止し、
関税を2000年まで削減。 ・地域貿易協定の進展等に伴い、主要国の交渉意欲が低下。

輸出競争 2015年に輸出補助金の撤廃及び
食料援助の無償化等に合意。 ・2000年以降に合意があったまれな分野。

輸出規制 輸出規制を実施する際のルール
が不明確。

・我が国が共同提案国とともに、輸出規制の透明化及び規
律の明確化について提案。
・WFPの人道支援を輸出規制から除外するとの案について
は、MC１２において閣僚決定として合意が得られた。
・WTOルールに沿って輸出規制を実施する内容が盛り込ま
れた食料安全保障宣言が採択された。



ＷＴＯ農業交渉（２） ドーハ・ラウンドの流れ
ＷＴＯ農業交渉は、2000年に開始。2008年に決裂し、膠着状況が続いている状況

① 第8回閣僚会議（2011年）において部分合意を積み上げていくことを確認

② 第9回閣僚会議（2013年）においてバリ合意を採択。その中で、途上国による食料安全保障目的の公的備
蓄の取扱いについて暫定合意

③ 第10回閣僚会議（2015年）において輸出補助金の撤廃等に合意。また、未解決の事項についてドーハ・ラ
ウンドという形で継続すべきかどうかについては両論を併記

④ 第11回閣僚会議（2017年）において公的備蓄や国内助成（農業補助金）等について議論されたが、閣僚決
定は合意されず。他分野とともに引き続き議論を継続する旨の議場声明が発出

⑤ 第12回閣僚会議（2022年）において、食料安全保障の宣言やWFPの人道支援目的の食料調達に輸出規
制を課さない決定が採択。一方、農業交渉の作業計画については合意できず
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【輸入国】

【輸出国】

【
先
進
国
】

【
途
上
国
】

ケアンズ・グループ

Ｇ１０

（食料輸入国グループ）

等

（食料輸出国グループ）
等

関税、国内助成の大幅削減には反対
輸出規制等の透明性改善に関心

途上国向け例外措置に関心

先進国の貿易歪曲的な国内助成の廃止が不可欠と主張

関税引下げや、途上国を含めた国内助成の削減を主張

等

（途上国グループ）

通報義務の履行の
重要性や技術的検討
の重要性を主張

日本 スイス ノルウェー

ＥＵ

アメリカ

中国

インド

インドネシア

トルコ

フィリピン

カナダ

オーストラリア

ブラジル アルゼンチン

ジャマイカ

ナイジェリア

南アフリカ

WTO農業交渉（３） 交渉をめぐる主要国・グループの立場



○ 交渉の経緯

ＷＴＯ漁業補助金交渉の経緯

 2001年にドーハラウンド交渉の一部として開始。
 2015年にSDGs（持続的開発目標）において、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助
金の禁止等を規定。これを契機に交渉が活性化。

 2019年11月に、我が国は、EU、韓国、台湾とともに共同提案を提出。
 2020年6月に、議長テキストの初版が提示。
 2022年6月に、議長テキストの第6改訂版が提示。
 2022年6月の第12回WTO閣僚会議で漁業補助金協定が合意。

SDGs（持続的開発目標）14.6
2020年までに、
過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、
違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、
同様の新たな補助金の導入を抑制する。

日本・EU等共同提案の概要
過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金は禁止する。
ただし、補助金供与国が、適切な漁業管理が行われていることを示すことができる場合には、
補助金は禁止されない。



○ これまでの論点に関する合意内容（赤訂は交渉の結果削除することとされた。）

ＷＴＯ漁業補助金交渉の交渉結果

 規律の対象（燃油補助金の扱い）
 IUU（違法・無報告・無規制）漁業に対する補助金の禁止
（途上国は2年間に限りEEZ内の漁業には供与可能）

 乱獲状態にある資源に関連する漁業に対する補助金の禁止
（途上国は2年間に限りEEZ内の漁業には供与可能）(資源回復措置があれば供与可能)

 過剰漁獲能力・過剰漁獲につながる補助金と資源管理措置

 途上国に対する特別待遇（SDT）

○ 新たな項目に関する合意内容
① 削除された過剰漁獲につながる補助金と途上国に対する特別待遇については、
引き続き第13回閣僚会議に向けて議論されること

② 発効後4年以内に完全版の協定又は何らかの決定がWTO総会でできない限り
協定は自動的に廃止になること

○ 日本については、上記条文で不利益になることはないと考えている。



監視（１） 農業委員会とSPS委員会を通じた質問の提起・回答

○ 加盟国は、農業協定等に基づき、貿易に影響を与える施策を通報する義務を有する

○ 協定の遵守状況や整合性の監視を目的として農業委員会（Committee on Agriculture; 
COA）やSPS※委員会（Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures）が設置。加
盟国は他国が実施している施策などについて質問を提起し、回答を得ることができる
※人、動物又は植物の生命又は健康に関する措置（検疫も含む）

【通報の例】
・市場アクセス（関税割当の運用ルール）
・国内支持（国内補助金実績）
・輸出補助金（輸出補助金実績）

協定等に基づく通報
・加盟国の農業協定の遵守状況や整合性
の監視を目的として設置
・通常、年３～４回開催

農業委員会

遵守状況を
監視

・農業協定に関し、他国が実施している施策などについて
質問を提起し、回答を得ることができる

（例：各国の通報やＴＰＲ（貿易政策検討）等を通じて知りえた施策に対する質問など）

SPS委員会
・加盟国のSPS協定の遵守状況や整合性の監視を目的
として設置
・年３回開催
・他国のSPS措置に関し、質問を提起し、回答を得ること
ができる
・協定の運用や新たな課題について、４年に一度見直し

SPS通報
・SPS措置の新設・変
更の際に通報



○ 各加盟国は、経済、投資、貿易政策等について透明性を確保する観点から、他の加
盟国から定期的に審査を受ける必要（ TPR（Trade Policy Review: 貿易政策検討） ）

○ 貿易量の上位４ヶ国（日本、米国、EU及び中国）は３年に一度審査を受ける必要（その
他の国は５年ないし７年）

○ 我が国へのTPRは直近では令和２年７月に実施

監視（２） TPRを通じた各国の政策審査

TPRの流れ
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ＷＴＯ紛争解決（DS）
○ 国家間の通商問題に関し、国際的に合意されたルールに基づいて客観的な解決を図るため設けられ

たもの

○ 小委員会（パネル）、上級委員会という準司法的な二審制の第三者機関が、WTO協定整合性について
審議。違反が認められる場合にはその是正を勧告。是正を行わない場合には対抗措置の発動が可能。

○ しかし、米国は、上級委員会がその役割以上の判断をしていると批判し、上級委員の選任・再任を阻
止しており、WTO協定違反の判断が確定しない状況が生じている。

○ MC12にて、2024年までに、完全かつ機能する紛争解決制度の実現を目指して議論することに合意

WTO紛争解決手続きのフロー

二国間協議要請

二国間協議

パネル設置要請

パネル審理（一審）

上級委員会審理（二審）・報告書採択

履行確認パネル 履行確認

対抗措置

「当事国」と「第三国参加」

当事国

・パネル・上級委員会において法的主張

・ WTO協定違反の判断がなされれば、措置の
是正が求められる（是正勧告）

・是正されない場合、申立国は対抗措置を発動
する権利を得る

第三国参加

・重要な論争に関し、自国の立場を述べる

・紛争当事国の提出書面を入手可能
（貴重な情報収集の機会として活用できる）

（履行が行われない、又は十分でない場合）

パ
ネ
ル
設
置
か
ら

１
２
ヶ
月
以
内


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17

